
「しまねっ子 すくすくプラン（後期計画）」の平成24年度末における進捗状況

　「しまねっ子　すくすくプラン」における施策概要 平成24年度末における進捗状況 実施主体

20or21年度 → 26年度

基本理念Ⅲ　しまねの未来を担うたくましい子どもの育ちの実現

基本施策９　子どもを守り育てる仕組みづくり

９－①　子どもと家庭相談体制の強化

◇市町村児童相
談体制の強化支
援

H22～H26年度
児童福祉の資格
者を配置する市町
村数

H21
16市町村

→ H26
21市町村

19 19
目標を達
成した

平成17年度以降、市町村での相談窓口もし
だいに定着し市町村で扱う相談件数は増え
ており、その対応にあたる職員の資格とし
て児童福祉司任用資格をもつ職員は順調
に増えてきている。ただ、任用資格をもつ職
員の異動もあることから、相談体制の環境
整備を今後も積極的に行っていくことが必
要。
また市町村における主任児童委員の役割
は大きく、研修事業を県社協に委託し実施
している。

県が主催する市町村職員等専門研修会へ
の参加の呼びかけを行い、多くの担当職
員、関係機関の参加をいただいている。
この研修会は児童福祉司任用資格研修と
しても位置付けており、今後も継続して開催
し、児童相談所・市町村に児童福祉司任用
資格職員の配置が進むよう環境を整えてい
きたい。
主任児童委員の専門性向上のためにも継
続して研修を実施する。

青少年家庭
課

◇児童相談所の
専門性の向上

H22～H26年度 - - - - - - -

一時保護所で保護する児童数は近年増加
しており、10年前の倍の保護児童数となっ
ている。
ひきこもり等児童集団指導事業、親グループカ
ウンセリング事業を各児童相談所で実施してい
る。

今後も要保護児童の数は増加すると見込ま
れる。25年度も引続き一時保護所に学習支援
員を配置し体制の強化を図っていく。

青少年家庭
課

9－②　児童虐待防止対策の充実強化

◇早期発見・早期
対応体制の連携
強化

H22～H26年度 - - - - - - -

児童相談所における児童虐待対応の強化
は大変重要な課題であり、法的対応、医学
的な対応など困難ケースには活用されてい
る。
また児童相談所職員の研修なども実施し専
門的な知識・技能の習得に努めている。

今後も法的、医学的な専門的な立場からの
助言等は不可欠である。
児童相談所職員の研修も継続して実施して
いく。

青少年家庭
課

◇子どもを虐待か
ら守る意識の啓発

H22～H26年度 - - - - - - -

国作成のポスター、チラシに加え、県版で作
成したチラシには各市町村の相談窓口を紹
介するとともに街頭キャンペーンを実施して
いる。
子ども専用相談電話は直接子どもからの悩
みやSOSを受け止める機能を担っている。

今後も児童虐待を発見した時の通告義務
の周知など、早期発見・早期対応につなが
るよう広報活動を継続していく。また子ども
専用相談電話事業を支援することで、子ど
もたちが直接声を聴いてもらえる体制を支
援していく。

青少年家庭
課

9－③　社会的養護体制の拡充

◇家庭的養護の
推進

H22～H26年度
小規模グループケ
ア実施箇所数

H21
4

→ H26
7

6 4

遅れてい
るが、目
標年度に
は回復可
能

施設入所児童に対する自立支援の取組は
被虐待児の入所が増加しており、家庭復帰
に関しては慎重な判断と対応を必要として
いることから、指標としている退所率は伸び
ていないものと考えられる。

現状で、退所率が劇的に伸びる状況にはな
い。しかし、児童養護施設等での自立支援
の取組や、家庭支援専門相談員等が児童相談
所と連携した家族調整等、関係機関相互の家
族再統合を目指した連携により、必要な家庭復
帰支援を継続して実施する。

青少年家庭
課

◇自立援助ホー
ムの設置・運営へ
の支援

H22～H26年度
自立援助ホーム
開設箇所数

H21
1

→ H26
1

1 1
目標を達
成した

目標であった設置箇所数については達成し
ている。

平成２５年度中に２か所目の施設を設置予
定

青少年家庭
課
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